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議案第５９号  

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例について  

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例を次のように

制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和４年１０月３日提出  

 

 

交野市長 山 本  景     

 

 

 提案理由 地方公務員法の改正に伴い、職員の定年を引き上げ、関係諸制度を導入する

等したいため。  

 

 

 



- 52 - 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例案 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

 

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第１条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第２項第１号中「任用された」を「任用される」に改め、「（地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の６第１項の規定により採用された職員を除

く。）」を削り、同項第３号中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加

え、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 交野市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規定により延 

長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第６条中「及び給料月額」を「、給料月額及び昇給期間」に改める。 

  第１０条中「又は有限会社」を削る。 

  第１６条中「及び給料月額」を「、給料月額及び昇給期間」に改める。 

（交野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 交野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３０年条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条中「６ケ月以下」を「６月以下の期間、その発令の日に受ける」に、「地域手当の額」を

「これに対する地域手当の合計額」に改め、「報酬の額」の次に「。以下同じ。」を加え、同条に

後段として次のように加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の１０

分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

  第４条第１項中「６ケ月」を「６月」に改め、同条第２項中「停職は」を「停職者は、」に改

め、同条第３項中「いかなる」を「、いかなる」に改める。 

  第５条の見出し中「施行」を「この条例の実施」に改める。 

（交野市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正） 

第３条 交野市職員の勤務時間等に関する条例（昭和３０年条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 
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  第１条中「基き」を「基づき」に、「関し、必要事項」を「関し必要な事項」に改める。 

  第２条第３項中「第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「第２２条の

４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員」に、「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第３条第１項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条第２項中「ものとする（」を「ものとする。ただし、」に、「再任用短時間勤務職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に、「ものとする。）」を「ものとする」に改める。 

  第４条第２項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第７条の２第１項中「同条例」を「交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」

に改める。 

（交野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第４条 交野市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 交野市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規定により延 

長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

第１４条を第１６条とし、第１１条から第１３条までを２条ずつ繰り下げる。 

  第１０条第１項中「第１５条第１項」の次に「、交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例（令和元年条例第２２号。以下この条において「会計年度任用職員給与等条例」とい

う。）第１７条又は会計年度任用職員給与等条例第２７条」を、「第１８条」の次に「（会計年度

任用職員給与等条例第１６条において準用する場合を含む。）又は会計年度任用職員給与等条例第

２６条第１号若しくは第２号」を、「給与額」の次に「又は報酬額」を加え、同条第２項中「給与

額」の次に「又は報酬額」を加え、同条を第１２条とする。 

  第９条第２項中「非常勤職員」の次に「（定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条に

おいて同じ。）」を加え、同条を第１１条とする。 

  第８条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用短時間勤務職員等」を

「定年前再任用短時間勤務職員等」に改め、同条を第１０条とし、第７条を第９条とする。 

第６条の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条中「したときは、その者に係る」を「し

た場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その」に改め、「昇
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給の場合に準じ」を削り、「同日後」を「その日後における」に、「おいて、」を「、昇給の場合

に準じて」に、「給料月額」を「号給」に改め、同条を第８条とし、第５条の２を第７条とし、第

５条の次に次の１条を加える。 

（育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新） 

第６条 任命権者は、育児休業法第６条第３項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ

職員の同意を得なければならない。 

（交野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第５条 交野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第１６号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 交野市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条中「正規の勤務時間内の」を「交野市職員の勤務時間等に関する条例（昭和３０年条例第

１２号。以下「勤務時間等条例」という。）第７条第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に

「正規の勤務時間」という。）による」に改める。 

  第３条第１項に次の２号を加える。 

⑵ 特定任期付職員給料表（別表第２） 

⑶ 任期付教育職員給料表（別表第３） 

  第３条第２項中「給料表（以下」を「給料表（以下単に」に改め、「交野市一般職の任期付職員

の採用に関する条例（平成２５年条例第５７号）第２条第１項の規定により任期を定めて採用され

た職員（以下「特定任期付職員」という。）、同条例第３条各項の規定により任期を定めて採用さ

れた職員（以下「任期付常勤職員」という。）のうち小学校の講師（以下「任期付教育職員」とい

う。）及び」を削り、「すべて」を「全て」に改め、同条第３項中「職員」の次に「（一般給料表

の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。）」を加え、「給料表」を「一般給料表」に、

「別表第２」を「別表第４」に改め、同条第４項中「給料表の適用を受けるすべての」を削り、

「各給料表」を「一般給料表」に改める。 

  第３条の２及び第３条の３を次のように改める。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 
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第３条の２ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、一般給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第３項及び第４項の規定により当該定年前再任用

短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第２条第３項の規定により定め

られた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とする。 

第３条の３ 削除 

  第３条の４第１項を削り、同条第２項中「任命権者は、特定任期付職員の号給を」を「交野市一

般職の任期付職員の採用に関する条例（平成２５年条例第５７号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）の号給は、特定任期付職員給料表に

掲げる号給のうち」に、「決定する」を「任命権者が決定する号給とする」に改め、同項を同条第

１項とし、同条第３項中「第１項の給料表」を「特定任期付職員給料表」に、「前２項」を「前

項」に、「同表」を「特定任期付職員給料表」に改め、同項を同条第２項とする。 

  第３条の５第１項中「任期付常勤職員（任期付教育職員」を「交野市一般職の任期付職員の採用

に関する条例第３条各項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「任期付常勤職員」とい

う。）（任期付常勤職員のうち小学校の講師（以下「任期付教育職員」という。）」に、「給料

表」を「一般給料表」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「任命権者は、任期付教育職員の

号給を」を「任期付教育職員の号給は、任期付教育職員給料表に掲げる号給のうち、」に、「決定

する」を「任命権者が決定する号給とする」に改め、同項を同条第２項とする。 

第１４条の２第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

  第１４条の４第１項第１号中「以下」の次に「この項及び次項において」を加え、同項第２号中

「、原動機付自転車、その他市長が特に承認する交通の用具」を「その他の交通の用具で規則で定

めるもの」に改め、「以下」の次に「この条において」を加え、同条第２項第１号中「市長が」を

「規則で」に、「算出したその者」を「算出した当該職員」に、「以下「運賃等相当額」とい

う。）」を「以下この号において「運賃等相当額」という。）。」に改め、同号ただし書中「以

下」の次に「この号及び第３号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同項第２号

中「その通勤距離」を「自転車等の片道の使用距離」に、「で自転車等を使用することを常例とす

る」を「である」に改め、同項第３号中「市長の」を「規則で」に、「その者」を「当該職員」に

改め、同条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第
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５項中「その他市長が」を「その他の規則で」に、「市長が定める額」を「規則で定める額」に改

め、同条第６項中「市長が」を「規則で」に改め、同条第７項中「第１項及び第２項」を「前各

項」に、「、必要な事項は市長が」を「必要な事項は、規則で」に改める。 

  第１６条第１項中「以外に勤務する」を「を超えて勤務する」に、「勤務時間外に」を「勤務時

間を超えて」に、「勤務１時間につき」を「、勤務１時間につき、」に、「以外に勤務した」を

「を超えてした」に、「場合は」を「場合には」に改め、同項第１号中「以下」を「第３項におい

て」に改め、同条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「以

外にした」を「を超えてした」に、「勤務した日」を「勤務をした日」に、「規則で定める時間

数」を「７時間４５分」に、「以外に勤務した」を「を超えてした」に改め、同条第４項中「以外

に勤務する」を「を超えて勤務する」に、「以外にした」を「を超えてした」に改め、「（前項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、「場合は」を「場合には」に改め、同条

第５項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第６項中「規則で定める時間数」を「７時間４５

分」に改める。 

  第１８条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、「常勤の再任

用職員の勤務１時間当たりの給与額を考慮して」を削る。 

  第２０条第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改める。 

  第２１条第１項中「この条」を「この項」に、「その者」を「当該職員」に改め、「死亡した職

員」の次に「（規則で定める職員を除く。）」を加え、同条第２項中「市長」を「任命権者」に改

め、同項各号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第４項中「次条に

おいて同じ。）から」を「次条第５項第３号において同じ。）から」に、「同項」を「第２１条第

１項」に、「次条において同じ。）」」を「次条第１項において同じ。）」」に改める。 

  第２３条の５中「若しくは」を「又は」に改める。 

  第２５条第６項に次のただし書を加える。 

ただし、規則で定める職員については、この限りでない。 

  第２６条の２の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条中「第

１３条」を「第４条、第７条、第８条、第１０条、第１３条」に、「再任用職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

  附則第１０項の見出し中「給料表の適用を受ける職員」を削り、同項中「別表第５」を「別表第
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３」に、「第３条の５第２項に規定する任期付教育職員給料表の適用を受ける職員」を「任期付教

育職員」に改める。 

  附則に次の７項を加える。 

 （６０歳に達した職員等の給料月額等に関する特例） 

１１ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の４月１日（附

則第１３項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のう

ち、第３条第３項及び第４項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第４条、第９条並び

に第１０条第２項及び第３項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０を

乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００

円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。 

１２ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しな

い職員 

⑵ 交野市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第１２号）第９条第１項又は第２項の規

定により法第２８条の２第１項に規定する異動期間（同条例第９条第１項又は第２項の規定に

より延長された期間を含む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占める職員 

⑶ 交野市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員

（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

１３ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降

任をされた日（以下この項及び附則第１５項において「異動日」という。）の前日から引き続き

同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第１１項の規定により当該職員の受ける

給料月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受け

ていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときは

これを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるも

のとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（規則で

定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第１１項の規定により当該職員の受け

る給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給す

る。 

１４ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第３
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条第３項及び第４項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超

える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあ

るのは、「第３条第３項及び第４項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

１５ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１１項の規定の適用を受ける

職員に限り、附則第１３項に規定する職員を除く。）であつて、同項の規定による給料を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額の

ほか、規則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

１６ 附則第１３項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第１１項の規定の適用

を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要がある

と認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところによ

り、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

１７ 附則第１１項から前項までに定めるもののほか、附則第１１項の規定による給料月額、附則

第１３項の規定による給料その他附則第１１項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

  附則別表中「任期付教育職員給料表の適用を受ける職員の給料月額」を「任期付教育職員の給料

月額」に改める。 

  別表第１中「第３条の２」の次に「、第３条の５」を加え、同表職員の区分の項中「号級」を

「号給」に、同表再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 

１８７，

７００ 

２１５，

２００ 

２４５，

２００ 

２５５，

２００ 

２７４，

６００ 

２８９，

７００ 

３１５，

１００ 

  別表第１備考中「すべて」を「全て」に改める。 

別表第２を削る。 

  別表第３中「第３条の４」を「第３条、第３条の４」に改め、同表を別表第２とし、同表に備考
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として次のように加える。 

  備考 この表は、特定任期付職員に適用する。 

  別表第４を削る。 

  別表第５中「第３条の５」を「第３条、第３条の５」に改め、同表を別表第３とし、同表に備考

として次のように加える。 

  備考 この表は、任期付教育職員に適用する。 

別表に次の１表を加える。 

別表第４（第３条関係） 

等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 ２級以上に格付されない者の職務 

２級 主任の職務 

３級 係長の職務 

４級 課長代理の職務 

５級 課長の職務 

６級 次長の職務 

７級 理事及び部長の職務 

第７条 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１定年前再任用短時間勤務職員の項を次のように改める。 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 

２１５，

２００ 

２５５，

２００ 

２７４，

６００ 

２８９，

７００ 

３１５，

１００ 

３５６，

８００ 

３８９，

９００ 

（企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部改正） 

第８条 企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例（昭和４３年条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１条中「。以下「法」という。」を削る。 
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  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（交野市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第９条 交野市職員の再任用に関する条例（平成１３年条例第１６号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第７条の規定は、令和６年４月１日

から施行する。 

 （定義） 

第２条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）をいう。 

⑵ 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第

３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職

員をいう。 

⑶ 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１

項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。 

⑷ 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１

項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員をいう。 

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第１条の規定による改正後

の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項の規定の適用については、同項第１号

中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員（地方公務員法の

一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第５条第１項

若しくは第３項の規定により採用された職員を除く。）」とする。 

（交野市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第３条の規定によ

る改正後の交野市職員の勤務時間等に関する条例の規定を適用する。 

（交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるも
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のとした場合に適用される交野市一般職の職員の給与に関する条例第３条第１項第１号に掲げる一

般給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第３項及び第４項

の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間

勤務職員であるものとした場合に適用される交野市一般職の職員の給与に関する条例第３条第１項

第１号に掲げる一般給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条

第３項及び第４項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、交

野市職員の勤務時間等に関する条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤

務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第６条の規定による改

正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」という。）第１４条の４第３

項、第１６条第３項及び第１８条の規定を適用する。 

４ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第２０条第３項の規定

を適用する。 

５ 新給与条例第２１条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条

第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号

中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の

一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項若

しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用さ

れた職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間

勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

６ 交野市一般職の職員の給与に関する条例第４条、第７条、第８条、第１０条、第１３条、第１４

条及び第１４条の３の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

７ 新給与条例附則第１１項から第１７項までの規定は、令和３年改正法附則第３条第５項又は第６

項の規定により勤務している職員には適用しない。 
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